
【表紙】
 

【提出書類】 半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 令和７年12月22日

【中間会計期間】 第63期中（自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日）

【会社名】 有馬冨士開発株式会社

【英訳名】 Arimafuji Kaihatsu Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　大島　均

【本店の所在の場所】 兵庫県三田市香下字ユルシケ谷2003番地

【電話番号】 ０７９（５６３）２３６２

【事務連絡者氏名】 支配人代理    　　平井　義之

【最寄りの連絡場所】 兵庫県三田市香下字ユルシケ谷2003番地

【電話番号】 ０７９（５６３）２３６２

【事務連絡者氏名】 支配人代理    　　平井　義之

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

有馬冨士開発株式会社(E04741)

半期報告書

 1/28



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第61期中 第62期中 第63期中 第61期 第62期

会計期間

自令和５年
　４月１日
至令和５年
　９月30日

自令和６年
　４月１日
至令和６年
　９月30日

自令和７年
　４月１日
至令和７年
　９月30日

自令和５年
　４月１日
至令和６年
　３月31日

自令和６年
　４月１日
至令和７年
　３月31日

売上高 （千円） 49,451 50,876 52,142 99,150 101,587

経常利益又は経常損失（△） （千円） △2,497 △4,893 1,474 △6,622 △10,269

中間純利益又は中間（当期）

純損失（△）
（千円） △3,013 △5,436 907 △7,734 △18,864

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 77,385 77,385 77,385 77,385 77,385

発行済株式総数 （千株） 1,902 1,902 1,902 1,902 1,902

純資産額 （千円） 576,189 566,031 553,511 571,468 552,603

総資産額 （千円） 721,801 717,327 724,919 734,328 730,570

１株当たり純資産額 （円） △230.24 △219.53 △228.81 △226.08 △209.81

１株当たり中間純利益又は１

株当たり中間（当期）純損失

（△）

（円） △1.82 △3.28 0.55 △4.66 △11.36

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） 79.8 78.9 76.4 77.8 75.6

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） 32,903 24,623 25,396 66,088 58,665

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △33,812 2,811 2,554 △90,176 △58,874

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） △10,247 △13,672 △12,543 7,157 964

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
（千円） 23,155 31,142 33,542 17,380 18,135

従業員数
（人）

1 1 1 1 1

（外、平均臨時雇用者数） （－） （－） （－） （－） （－）

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益は、該当する関連会社がありませんので記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
 

３【関係会社の状況】

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況 令和７年９月30日現在
 

従業員数（人） １

（注）１．従業員数は、就業人員数であります。

２．当社は、ゴルフ場事業のみの単一セグメントであります。

 

(2）労働組合の状況

　該当事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

（1）経営方針・経営戦略等及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

　当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等若しくは経営上の目標の達成状況を判断するた

めの客観的な指標等に重要な変更はありません。また、新たに定めた経営方針・経営戦略等若しくは指標等はありま

せん。

 

（2）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更はありません。また、

新たに生じた優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題はありません。

 

２【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　当中間会計期間における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。)の

状況の概要は次のとおりであります。なお、当社はゴルフ場事業のみの単一セグメントであります。

 

①経営成績の状況

　当中間会計期間の経営成績は営業収入52,142千円（前年同期比2.5%増）、営業利益1,490千円（前年同期は営業

損失4,920千円）、経常利益1,474千円（前年同期は経常損失4,893千円）、中間純利益907千円（前年同期は中間純

損失5,436千円）となりました。

 

②財政状態の状況

当中間会計期間末における財政状態は、次のとおりであります。

（資産の部）

　資産合計は724,919千円（前事業年度末730,570千円）となり、5,651千円減少しました。これは現金及び預金の

増加15,407千円、減価償却による有形固定資産の減少17,330千円および関係会社長期貸付金の減少4,500千円が主

な要因であります。

（負債の部）

　負債合計は171,407千円（前事業年度末177,967千円）となり、6,559千円減少しました。これは関係会社未払金

の増加3,722千円、返済による長期借入金の減少7,992千円及びリース債務の減少4,551千円が主な要因でありま

す。

（純資産の部）

　純資産合計は553,511千円（前事業年度末552,603千円）となり、907千円増加しました。これは中間純利益の計

上により、繰越利益剰余金が907千円増加したことが要因であります。

 

③キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。）は、営業活動により25,396千円の

資金を獲得しました。また、投資活動により2,554千円の資金を獲得し、財務活動により12,543千円の資金を使用

した結果、資金の当中間会計期間末残高は前事業年度末比15,407千円増加し33,542千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により獲得した資金は25,396千円(前年同期比3.1%増）となりました。これは減価償却費22,586千円が

主な要因であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により獲得した資金は2,554千円（前年同期比9.1%減）となりました。これは関係会社貸付けの回収に

よる収入4,500千円が主な要因であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により使用した資金は12,543千円(前年同期比8.3%減）となりました。これは長期借入金の返済による

支出7,992千円及びリース債務の返済による支出4,551千円が要因であります。

 

 

④重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
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　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の

将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

　当社はロックフィールドゴルフリゾート株式会社にゴルフ場の運営事業に係る事業賃貸を行っており、当社ゴル

フ場に関する営業収入及び営業費用は、ロックフィールドゴルフリゾート株式会社に帰属しております。このた

め、当社は、会員からの年会費収入及び登録手数料収入に加え、ロックフィールドゴルフリゾート株式会社からの

事業賃貸収入により経営しております。

　営業収入は52,142千円（前年同期比2.5%増）と前年同期と同水準となりました。来場者数は、メンバー2,881人

（前年同期比5.0%増）、ビジター22,306人（前年同期比1.3%減）、合計25,187人（前年同期比0.6%減）と前年同期

と同水準となりました。これは、今夏の猛暑への対策として、早朝や薄暮プレーを増加させたことにより、来場者

数の減少を食い止めたことによるものであります。なお、事業賃貸収入及び年会費収入はゴルフ場の来場者数に影

響を受けず、安定的に計上される収益であり、営業収入は今後も同様の水準で推移すると見込んでおります。

　営業費用は50,652千円（前年同期比9.2%減）と前年同期より減少しております。これは、減価償却費の減少

3,381千円が主な理由です。この結果、営業利益は1,490千円（前年同期は営業損失4,920千円）となっておりま

す。

　営業外収益は639千円（前年同期は502千円）、営業外費用は655千円（前年同期は474千円）と前年同期と同水準

となっております。

　特別損失は固定資産除却損23千円（前年同期は発生していない）のみとなっております。

　この結果、経常利益は1,474千円（前年同期は経常損失4,893千円）、中間純利益は907千円（前年同期は中間純

損失5,436千円）となっております。

 

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容

　営業活動においては、減価償却費の資金留保効果により、25,396千円のキャッシュ・フローを獲得しました。

　投資活動においては、前事業年度に関係会社に対して貸し付けた、関係会社貸付けの回収による収入が4,500千

円あり、2,554千円の獲得となっております。

　財務活動においては、当中間会計期間においては、前年同期と同様にリース債務及び長期借入金の返済を行った

のみであります。

 

③資本の財源及び資金の流動性に係る情報

　ロックフィールドゴルフリゾート株式会社との事業賃貸契約により、安定的な営業活動によるキャッシュ・フ

ローが見込めることとなっておりますが、当社が継続的に営業活動を実施するためには、継続的な設備投資が必要

となることから、営業活動によるキャッシュ・フローの範囲内で投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動

によるキャッシュ・フローを賄う必要があります。なお、当社の営業上重要な資産について、関係会社等の資金調

達に関連して担保権が設定されております。

 

４【重要な契約等】

該当事項はありません。

 

５【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

２【設備の新設、除却等の計画】

（1）重要な設備の新設等

該当事項はありません。

（2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,800,000

優先株式 300,000

計 2,100,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
　　　　数（株）
（令和７年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（令和７年12月22日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,660,000 1,660,000 非上場

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

（注）１,２

優先株式 242,377 242,377 非上場

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

（注）１,２

 ３,４

計 1,902,377 1,902,377 － －

　（注）１．当社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を要します。

２．当社の株式（自己株式の処分による株式を含む。）の募集において、募集株式の種類が譲渡制限株式である

ときは、当該種類の株式の募集事項の決定は、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決

議を要しません。

３．優先株式は現物出資（入会金相当額の受入）によって、発行されたものであります。

４．優先株式の内容は次のとおりであります。

(1)　残余財産の分配

 (イ）当社は、残余財産を分配するときは、優先株主に対し普通株主に先立ち、その優先株式の発行価額

相当額を支払う。

 (ロ）優先株主は、前項の優先分配が行われた後の残余の財産に対しては、分配を受ける権利を有しな

い。

(2)　議決権

優先株主は、株主総会における議決権を有しない。

(3)　議決権を有しないこととしている理由

入会金の株式化を実施するにあたり、既存株主への影響並びに経営の安定化を考慮したためでありま

す。

(4)　剰余金の配当

優先株主は、剰余金の配当請求権を有しない。

（5） 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第２項に規定する定款の定めはありません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

       該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

令和７年４月１日～

令和７年９月30日

 

－

 

1,902,377 － 77,385 － 1,750

 

（５）【大株主の状況】

    令和７年９月30日現在

氏名又は名称 住所

所有株式数（株）
発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合(％)

普通株式 優先株式 合計

ロックフィールドゴルフ

リゾート株式会社
大阪市北区梅田1-2-2 1,660,000 － 1,660,000 92.36

日鉄物流株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 － 1,940 1,940 0.11

宝産業株式会社 大阪市北区東天満2-6-5 － 1,120 1,120 0.06

住友重機械エンバイロメ

ント株式会社
東京都品川区西品川1-1-1 － 1,120 1,120 0.06

NECネクサソリューショ

ンズ株式会社
東京都港区芝3-23-1 － 920 920 0.05

三井住友建設株式会社 東京都中央区佃2-1-6 － 740 740 0.04

商船三井ロジスティクス

株式会社
東京都千代田区内幸町1-2-2 － 700 700 0.04

日鉄鋼板株式会社 東京都中央区日本橋本町2-2-5 － 614 614 0.03

イゲタサンライズパイプ

株式会社
 大阪市中央区伏見町4-2-14 － 600 600 0.03

株式会社安川電機 北九州市八幡西区黒埼城石2-1 － 460 460 0.03

計 － 1,660,000 8,214 1,668,214 92.81

（注）所有株式に係る議決権の個数は以下のとおりであります。

  令和７年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数
（個）

総株主の議決権に対
する所有議決権数の
割合（％）

ロックフィールドゴルフリ

ゾート株式会社
大阪市北区梅田1-2-2 1,660,000 100.00

計 － 1,660,000 100.00
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和７年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 優先株式 242,377 －

「1（1）②発行済株

式」の「（注４）」

の記載を参照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,660,000 1,660,000
権利の内容につき何

らの制限もない株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 1,902,377 － －

総株主の議決権 － 1,660,000 －

 

②【自己株式等】

令和７年９月30日現在
 

所有者の氏名又は

名称

所有者の住所 自己名義所有株式

数（株）

他人名義所有株式

数（株）

所有株式数の合計

（株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

　当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第３号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第４編の規定により第２種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（令和７年４月１日から令和７年９月

30日まで）の中間財務諸表について、恒栄監査法人による中間監査を受けております。

　なお、当社の監査公認会計士等は次のとおり交代しております。

　前事業年度　　　公認会計士　矢野武夫

　当中間会計期間　恒栄監査法人

 

３．中間連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和７年３月31日)
当中間会計期間
(令和７年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,135 33,542

１年内回収予定の関係会社長期貸付金 9,000 9,000

その他 430 1,310

貸倒引当金 △254 △300

流動資産合計 27,311 43,553

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１ 1,047,431 ※１ 1,047,741

減価償却累計額 △845,111 △851,150

建物（純額） ※１ 202,320 ※１ 196,591

構築物 784,912 784,912

減価償却累計額 △655,847 △661,414

構築物（純額） 129,065 123,497

機械及び装置 55,012 67,222

減価償却累計額 △44,738 △46,148

機械及び装置（純額） 10,274 21,074

車両運搬具 33,404 47,204

減価償却累計額 △17,318 △21,458

車両運搬具（純額） 16,086 25,746

工具、器具及び備品 90,026 90,026

減価償却累計額 △71,600 △71,945

工具、器具及び備品（純額） 18,426 18,080

土地 ※１ 204,026 ※１ 204,026

リース資産 64,300 64,300

減価償却累計額 △50,112 △54,250

リース資産（純額） 14,188 10,050

建設仮勘定 28,611 6,600

有形固定資産合計 622,997 605,667

無形固定資産   

その他 145 145

無形固定資産合計 145 145

投資その他の資産   

差入保証金 6,696 6,696

関係会社長期貸付金 73,000 68,500

その他 419 356

投資その他の資産合計 80,115 75,552

固定資産合計 703,259 681,365

資産合計 730,570 724,919
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和７年３月31日)
当中間会計期間
(令和７年９月30日)

負債の部   

流動負債   

１年内返済予定の長期借入金 15,984 15,984

リース債務 9,102 9,102

未払金 3,568 7,008

関係会社未払金 14,750 18,473

未払法人税等 1,086 543

未払消費税等 704 ※２ 559

契約負債 5,400 5,304

その他 1,637 1,244

流動負債合計 52,235 58,219

固定負債   

長期借入金 102,392 94,400

リース債務 6,246 1,694

入会金 9,750 9,750

長期未払金 7,343 7,343

固定負債合計 125,731 113,188

負債合計 177,967 171,407

純資産の部   

株主資本   

資本金 77,385 77,385

資本剰余金   

資本準備金 1,750 1,750

その他資本剰余金 3,174,635 3,174,635

資本剰余金合計 3,176,385 3,176,385

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 40,000 40,000

繰越利益剰余金 △2,382,416 △2,381,508

利益剰余金合計 △2,342,416 △2,341,508

自己株式 △358,750 △358,750

株主資本合計 552,603 553,511

純資産合計 552,603 553,511

負債純資産合計 730,570 724,919
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②【中間損益計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和６年４月１日
　至　令和６年９月30日)

当中間会計期間
(自　令和７年４月１日
　至　令和７年９月30日)

営業収入 50,876 52,142

営業費用 ※１ 55,797 ※１ 50,652

営業利益又は営業損失（△） △4,920 1,490

営業外収益 ※２ 502 ※２ 639

営業外費用 ※３ 474 ※３ 655

経常利益又は経常損失（△） △4,893 1,474

特別損失 － ※４ 23

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △4,893 1,450

法人税、住民税及び事業税 543 543

法人税等合計 543 543

中間純利益又は中間純損失（△） △5,436 907
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　令和６年４月１日　至　令和６年９月30日）

         (単位：千円)

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 77,385 1,750 3,174,635 3,176,385 40,000 △2,363,551 △2,323,551 △358,750 571,468 571,468

当中間期変動額           

中間純損失
（△）

     △5,436 △5,436  △5,436 △5,436

当中間期変動額
合計

－ － － － － △5,436 △5,436 － △5,436 △5,436

当中間期末残高 77,385 1,750 3,174,635 3,176,385 40,000 △2,368,988 △2,328,988 △358,750 566,031 566,031

 

当中間会計期間（自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日）

         (単位：千円)

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 
資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 77,385 1,750 3,174,635 3,176,385 40,000 △2,382,416 △2,342,416 △358,750 552,603 552,603

当中間期変動額           

中間純利益      907 907  907 907

当中間期変動額
合計

－ － － － － 907 907 － 907 907

当中間期末残高 77,385 1,750 3,174,635 3,176,385 40,000 △2,381,508 △2,341,508 △358,750 553,511 553,511
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前中間会計期間

(自　令和６年４月１日
　至　令和６年９月30日)

当中間会計期間
(自　令和７年４月１日
　至　令和７年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △4,893 1,450

減価償却費 25,948 22,566

貸倒引当金の増減額（△は減少） 69 46

受取利息及び受取配当金 △432 △605

支払利息 474 655

固定資産除却損 － 23

営業債権の増減額（△は増加） 4,170 3,626

その他 456 △1,230

小計 25,792 26,533

利息の支払額 △554 △655

利息及び配当金の受取額 470 605

法人税等の支払額 △1,086 △1,086

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,623 25,396

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社貸付けの回収による収入 3,250 4,500

有形固定資産の取得による支出 △438 △1,945

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,811 2,554

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △5,937 △4,551

長期借入金の返済による支出 △7,735 △7,992

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,672 △12,543

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,761 15,407

現金及び現金同等物の期首残高 17,380 18,135

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 31,142 ※ 33,542
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【注記事項】

（重要な会計方針）

1.　固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　15～50年

構築物　　　15～45年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

２.　引当金の計上基準

　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

３.　収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（1）事業賃貸収入

　事業賃貸収入については、賃貸料の帰属する期間に応じて収益を認識しております。

（2）年会費収入

　年会費収入については、年会費の帰属する期間に応じて収益を認識しております。

（3）登録手数料収入

　登録手数料収入については、理事会において登録が承認された時点で収益を認識しております。

４.　中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

 

（中間貸借対照表関係）

　　※１ 担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（令和７年３月31日）
当中間会計期間

（令和７年９月30日）

建物 141,163千円 130,690千円

土地 204,026千円 204,026千円

計 345,189千円 334,716千円

　なお、上記担保資産は全て、ビープラス・ホールディングス株式会社の借入金に対する物上保証（極度額

1,620,000千円）に供しております。

 

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
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（中間損益計算書関係）

※１ 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日）

当中間会計期間
（自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日）

業務委託費 15,583千円 13,946千円

減価償却費 25,948千円 22,566千円

貸倒引当金繰入額 69千円 127千円

 

※２ 営業外収益のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日）

当中間会計期間
（自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日）

受取利息 432千円 605千円

 

※３ 営業外費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日）

当中間会計期間
（自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日）

支払利息 474千円 655千円

 

※４ 特別損失のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日）

当中間会計期間
（自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日）

固定資産除却損

　建物

 

－千円

 

23千円

 

５　減価償却実施額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日）

当中間会計期間
（自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日）

有形固定資産 25,948千円 22,566千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　令和６年４月１日　至　令和６年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 1,660,000 － － 1,660,000

優先株式 242,377 － － 242,377

合計 1,902,377 － － 1,902,377

 自己株式     

　 優先株式（注) 99,048 1,631 － 100,679

合計 99,048 1,631 － 100,679

（注）優先株式の自己株式数の増加1,631株は、株式を無償で譲り受けたことによる増加であります。

 

当中間会計期間（自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 1,660,000 － － 1,660,000

優先株式 242,377 － － 242,377

合計 1,902,377 － － 1,902,377

 自己株式     

　 優先株式（注) 103,635 1,343 － 104,978

合計 103,635 1,343 － 104,978

（注）優先株式の自己株式数の増加1,343株は、株式を無償で譲り受けたことによる増加であります。

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

　※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであ

　　ります。

 
前中間会計期間

（自 令和６年４月１日
至 令和６年９月30日）

当中間会計期間
（自 令和７年４月１日
至 令和７年９月30日）

現金及び預金勘定 31,142千円 33,542千円

現金及び現金同等物 31,142千円 33,542千円
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（リース取引関係）

所有権移転外のファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

有形固定資産

主として、空調機器及びゴルフ場管理機器であります。

 

(2)リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「１.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

 

 

（金融商品関係）

１．金融商品の時価等に関する事項

　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

 

　前事業年度（令和７年３月31日）

 
貸借対照表計上額

　（千円）
時価（千円） 　差額（千円）

（1）関係会社長期貸付金 82,000 82,000 －

　資産計 82,000 82,000 －

（1）関係会社未払金

（2）長期借入金

（3）リース債務

14,750

118,376

15,349

14,750

118,376

15,349

－

－

－

　負債計 148,475 148,475 －

　※１　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価

額に近似するものであることから、記載を省略しております。

 

　当中間会計期間（令和７年９月30日）

 
中間貸借対照表計上額

　（千円）
時価（千円） 　差額（千円）

（1）関係会社長期貸付金 77,500 77,500 －

　資産計 77,500 77,500 －

（1）関係会社未払金

（2）長期借入金

（3）リース債務

18,473

110,384

10,797

18,473

110,384

10,797

－

－

－

　負債計 139,655 139,655 －

　※１　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価

額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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２．金融商品の時価レベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観測可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

(1)時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品

　前事業年度（令和７年３月31日）

　該当事項はありません。

 

　当中間会計期間（令和７年９月30日）

　該当事項はありません。

 

(2)時価で中間貸借対照表（貸借対照表）に計上している金融商品以外の金融商品

　前事業年度（令和７年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

関係会社長期貸付金 － 82,000 － 82,000

資産計 － 82,000 － 82,000

関係会社未払金

長期借入金

リース債務

－

－

－

14,750

118,376

15,349

－

－

－

14,750

118,376

15,349

負債計 － 148,475 － 148,475

 

　当中間会計期間（令和７年９月30日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

関係会社長期貸付金 － 77,500 － 77,500

資産計 － 77,500 － 77,500

関係会社未払金

長期借入金

リース債務

－

－

－

18,473

110,384

10,797

－

－

－

18,473

110,384

10,797

負債計 － 139,655 － 139,655

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

関係会社長期貸付金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを

加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

 

関係会社未払金及びリース債務

リース債務の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済

期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２

の時価に分類しております。

 

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に

割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

該当事項はありません。

 

（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 前中間会計期間 当中間会計期間

年会費収入 10,026 9,742

登録手数料収入 4,250 2,800

事業賃貸収入 36,600 39,600

顧客との契約から生じる収益 50,876 52,142

その他の収益 － －

外部顧客への売上高 50,876 52,142

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

（1）事業賃貸収入

　事業賃貸収入については、賃貸料の帰属する期間に応じて収益を認識しております。

（2）年会費収入

　年会費収入については、年会費の帰属する期間に応じて収益を認識しております。

（3）登録手数料収入

　登録手数料収入については、理事会において登録が承認された時点で収益を認識しております。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計

期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期

に関する情報

（1）契約資産および契約負債の残高等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 前事業年度 当中間会計期間

契約資産（期首残高） － －

契約資産（中間期末（期末）残高） － －

契約負債（期首残高） 5,551 5,400

契約負債（中間期末（期末）残高） 5,400 5,304

　契約負債は、年会費収入に係るものであります。年会費収入は毎年１月から６月の期間に対応するものを１月
に受領、７月から12月の期間に対応するものを７月に受領しているため、月次按分にて収益に計上しておりま
す。このため、契約負債として計上されているものは、当事業年度において収益として認識されることとなりま
す。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　前中間会計期間（自　令和６年４月１日　至　令和６年９月30日）

当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

　当中間会計期間（自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日）

当社は、ゴルフ場事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前中間会計期間（自　令和６年４月１日　至　令和６年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3）主要な顧客ごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高
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ロックフィールドゴルフリゾート株式会社 36,600

 

当中間会計期間（自　令和７年４月１日　至　令和７年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　当社は、ゴルフ場事業として単一のサービスを提供しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

(3）主要な顧客ごとの情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高

ロックフィールドゴルフリゾート株式会社 39,600

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失（△）及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　令和６年４月１日
至　令和６年９月30日）

当中間会計期間
（自　令和７年４月１日
至　令和７年９月30日）

　１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失

（△）
△3.28円 0.55円

　（算定上の基礎）   

　　中間純利益又は中間純損失（△）（千円） △5,436 907

　　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益又は中間純損失

（△）（千円）
△5,436 907

　　普通株式の期中平均株式数（千株） 1,660 1,660

　(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（令和７年３月31日）
当中間会計期間

（令和７年９月30日）

　１株当たり純資産額 △209.81円 △228.81円

（算定上の基礎）   

純資産の部の合計額（千円） 552,603 553,511

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 900,890 933,330

（うち優先株式払込金額（千円）） （990,890） （933,330）

普通株式に係る中間期末（期末）の純資産額（千

円）
△348,286 △379,818

１株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末

（期末）の普通株式の数（千株）
1,660 1,660

 

 

 

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項はありません。

（２）【その他】

該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

１．有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第62期）（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）令和７年６月23日　近畿財務局長に提出

 

２．臨時報告書

令和７年11月11日　近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の４（監査公認会計士等の異動）に基づく臨時報告書であり

ます。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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独立監査人の中間監査報告書

 

  令和７年12月14日

有馬冨士開発株式会社   

代表取締役　大島　均　殿   

   

恒栄監査法人

大阪府大阪市

 
代表社員

業務執行社員
　　矢野　武夫

 

中間監査意見
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状
況」に掲げられている有馬冨士開発株式会社の令和７年４月１日から令和８年３月31日までの第63期事
業年度の中間会計期間（令和７年４月１日から令和７年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠して、有馬冨士開発株式会社の令和７年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終
了する中間会計期間（令和７年４月１日から令和７年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フ
ローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
 

中間監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は中間監査の意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 

中間財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。
　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
 

中間財務諸表監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断
による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお中間監
査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による
中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要
に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表
の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

EDINET提出書類

有馬冨士開発株式会社(E04741)

半期報告書

27/28



監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作
成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び
内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうか
を評価する。
　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
 

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 

　（注）１．上記の中間監査報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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